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余白について

この事例集の随所に余白を設けてあります。

この事例集以外に気のついたこと,将来増補したいものなど

を自由にメモして下さい。

シンボルマークについて

過去は下の段,現在は中段,将来は上の段で,将来は全国を

統一して一本化した組織の力を出そうという願いをこめて,こ

のシンボルマークとしました。

なお,自の部分が「P」,黒塗りの部分が「R」 ,「 PR」 を表

しています。
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1. イ子事関係によるPR

(1)表示登記の 日 。法の 日

〔由来〕

「表示登記の日」は,不動産の表示に関する登記
についての一般国民の認識を高めるとともに土地
家屋調査士制度の趣旨徹底をはかるため,毎年 4

月 1日 (登記簿の一元化により旧土地,家屋台帳
法に変わり新しく不動産登記法の表示に関する登
記が施行された日)と 定め,昭和52年 より実施さ
れています。

「法の日」は,国民全員が法に関心を持つように
と設けられた10月 1日 の記念日で, この日は従来
司法記念日とされていました。

〔実施期間〕

「表示登記の日Jは 4月 1日 ,「法の日Jは lo月
1日 ですが,lo日 ぐらいまでを

｀
句間

″
として登

記無判相談所の開設や, PR活動を実施 している
会も多いようです。

準備期間としては,地方広報紙への掲載などの
場合,半年位前に申し込まなければならない場合
もあります。

〔実施内容・案内〕
。 調査士会,支部単位などで制度啓蒙, PR活
動 を行 う。

● 調査士会,支部単位,又は司法書士会などの
各種団体 と共催 して無料相談所,講演会などを
行 う。

。 各市区町村役場やデパー ト等に相談所を開設
したり,発注官公庁,金融機関等へ PRす る。

● 回覧板,地方広報紙,新聞,テ レビ, ラジォ,

有線放送などで制度のPRを したり,街頭での
PR活動 (宣伝カー巡回, しお り ,チ ラシ・テ

イツシユ・マ ッチ・ライターなどの配布,ポス
ターの掲出等)を行 う。
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(2)無 料 登記 相 談

無料登記相談は現在全国的行事 として盛んです。
特に 4月 1日 の「表示登記の日」,lo月 1日 の「法
の日Jに はほとんどの会が行っています。

開設の結果,期待するほどの相談者が訪れなか
ったり,相談内容が得 られなかったりもしますが
相談件数,内容によって成果を判断するのではな
く,開設までの過程におけるPRが効果をあけて
お り,句 間のPR活動 として評価 しなければなり
ません。

相談者にはしお り,チ ラシなどを渡すなどして
調査士制度を理解 してもらえるよう努めることも
必要です。

毎週相談 日を決めて行っている会もあるようで
すが,調査士がこのような社会奉仕をしていると
いつことで十分 PRの効果が上がるわけです。
「無料登記相談を何で知 りましたか」という調査

の結果,地方広報紙 と回覧が最 も多い。公共的と
いうことの安心感があるからでtょ う。
実施内容 としては会及び支部単位で開催する外

各都道府県・市区町村などの行政機関,他の各
種団体,新聞社等の主催する不動産フェア,デパ

ー ト,新聞・雑誌の相談コーナーに参画するなど
で,案内については ｀

表示登記の 日,法の日″
欄

を参照して下さい。


